
令和５年３月１０日 

紀北町立幼稚園、小・中学校の保護者のみなさまへ 

紀北町教育委員会 

幼稚園と学校におけるマスク着用の緩和は４月１日からです 
 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組は、社会全般では、３月１３日よ

りマスク着用の個人判断が基本となります。一方で、園・学校については、卒業

式・卒園式を除いて、こうした解除は４月１日からとなります。 

 

なお､５月８日から同感染症は､風しんなどと同じ｢５類感染症」に移行します。 

幼稚園・学校だけでなく、ご家庭でも、状況に応じて感染防止対策のレベルを

上げたり、下げたりしていただく生活がはじまります。 

 

 感染対策は、このように大きな転換点を迎えます。紀北町の幼稚園、小・中学

校においては、下記のような方針のもとで子どもたちの安心安全の確保に努め、

豊かな教育活動に取り組んでまいります。 

 引き続き、保護者のみなさまのご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し

上げます。 

記 

１．紀北町立幼稚園・小・中学校の感染対策基本方針 

 ① ４月１日以降、登下校(園)中も、学校(園)内でも、マスクを外すこと

ができます。ただし、次の場合、幼稚園・学校は感染状況により、マス

ク着用を推奨する場合があります。 

１）就業体験学習や社会見学、修学(卒園)旅行で不特定多数の人と三密 

が避けられない場面。借り上げバスの移動中は除きます。 

２）５日以内に、同じクラスで異なる日に新規感染者が出た場合 

補足 式典や文化行事で歌唱指導する場合、感染状況により練習も 

本番もマスク着用をお願いする場合があります。 

 ② 給食中は、距離を確保すれば小声で会話できます。 

    補足 学校全体で感染者がなく、距離を確保できる場合は、３月１３

日以降、対面を避けて小声での会話ができるよう、発達段階に

応じて段階的に指導を行います。 

 

２．幼稚園・学校と家庭の連携のお願い 

コロナウイルス感染力の強さは変わりません。５月８日以降の対応は、改め

て厚労省より示されますが、引き続き下記事項にご協力をお願いします。 

① お子さまの体調が悪い場合、登校(園)を控えて受診等をお願いします。

② 感染した場合、症状があれば７日間、登校(園)を控えて下さい。 

無症状の場合は、検体採取した日から７日間となります。 

いずれも、医師の指定する日まで登校(園)を控えて下さい。 

③ 卒業式や学校訪問時は、玄関で今後も手指消毒と検温をお願いします。 


